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市
職
員
の
人
事
や
給
与
の
状
況
を
公
表
し
ま
す

※職員数について、平成30年度以降、子育て支援
の充実に向け幼保職（幼稚園教諭・保育士等）を
多く採用したため、増加しています。

※人件費について、幼保職の増加や、再生計画によ
る給与削減が終了したこと等により、増加傾向
にあります。

※幼保職は、子育て支援の充実により増加してい
ます。一方で、技能労務職（清掃センター技術員、
調理員等）は、退職者の不補充により減少してい
ます。

※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払
われる扶養手当、住居手当、通勤手当、時
間外勤務手当等の諸手当額を合計したもの
です。

※職階による加算があります。
※人事評価の結果を勤勉手当に反映していま

す。

※市長の給料月額は30％、期末手当は20％削減し
ています。

※副市長および教育長の給料月額・期末手当はとも
に10％削減しています。

※市議会議員の期末手当は10％削減しています。

※全庁的な研修のみ掲載しています。

※分限処分とは、職員が心身の故障などの理由でそ
の責務を十分に果たすことが期待できない場合な
どに、公務能率の維持・向上の観点から、当該職
員の意に反して行われる処分のことです。

※懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対して、
公務における秩序維持の観点から、当該職員の道
義的責任を追及するために行う処分のことです。

※早期退職特例による加算があります。

区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職 324,600円 376,047円 42.5歳

技能労務職 325,200円 362,050円 49.1歳

区分 丹波篠山市 兵庫県 国

一般行政職
大学卒 180,700円 187,200円 180,700円

高校卒 153,000円 153,000円 148,600円

技能労務職 高校卒 155,500円 149,600円 -

区分 自己都合 早期退職・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分

区分 内容など

扶養手当

配偶者 6,500円
子 10,000円
父母等 6,500円
16 ～ 22歳の 5,000円特定期間加算

住居手当 家賃支払者
　家賃額に応じて　最高27,000円

通勤手当

（1）交通機関利用者
　 実費支給　最高限度額55,000円

（2）自家用車等利用者
　 距離に応じて　
　 2,500円～ 31,600円

管理職手当

部長　　63,000円
次長　　45,000円
課長　　36,000円
副課長　31,500円
※10％削減しています

区分 内容など 受講者数
（延べ人数）

内部研修

職 場 学 習 会（人 権）、 接 遇
研修、新規採用職員研修、
若 手 職 員 農 業 体 験 研 修、
SDGs研修会、人権講演会、
市民救命士講習、安全衛生
セミナー、自主研修ほか

1,528人

派遣研修

全国市町村国際文化研修
所、兵庫県自治研修所、兵
庫県市町振興課、丹波公務
能率推進協議会、丹波の森
公苑、篠山イノベーターズ
スクール、丹波篠山市商工
会ほか

160人

分限処分
降任 免職 休職 降級

0人 0人 4人 0人

懲戒処分
戒告 減給 停職 免職

0人 0人 0人 0人

区分 受診者数

定期健康診断 213人

人間ドック 239人

計 452人

区分 件数

勤務条件に関する措置の要求状況 0件

不利益処分に関する審査請求の状況 0件

区分 発生件数

公務災害 6件

通勤災害 0件

計 6件

区分 平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

事務職 309 316 313 314 315

幼保職   36   36   39   48   53

医師     3     3     2     3     3

看護師     4     4     4     4     4

保健師   13   13   14   14   14

消防職   64   65   65   65   64

技能労務職   15   13   13   10     8

計 444 450 450 458 461

区分 期末手当 勤勉手当

6月期 1.3月分 0.925月分

12月期 1.3月分 0.925月分

計 2.6月分   1.85月分

区分
現に支給している

給料月額など
（削減後）

条例に定める
給料月額など

給
料

市長 585,900円 837,000円

副市長 599,400円 666,000円

教育長 550,800円 612,000円

報
酬

議長 475,000円 475,000円

副議長 385,000円 385,000円

議員 350,000円 350,000円

期
末
手
当

市長 年3.560月分相当 年4.450月分相当

副市長
教育長 年4.005月分相当 年4.450月分相当

議長
副議長
議員

年3.960月分相当 年4.400月分相当

（１）職員数、人件費の状況（３）職員の平均給料などの状況
（平成31年４月現在）

（４）職員の初任給月額の状況
（平成31年４月現在）

（６）特別職などの給料・報酬の状況
（平成31年４月現在）

（５）職員手当の状況 （平成31年４月現在）
①期末・勤勉手当（賞与）

①健康診断の状況　　  　 ②公務災害の状況

（７）職員の分限・懲戒の状況 （令和元年度）

（８）研修実績 （令和元年度）

（９）職員の健康・安全管理 （令和元年度）

（10）公平委員会の報告状況 （令和元年度）

②退職手当

③その他の手当

（２）職種別職員数の状況

2,171,668

444

平成
27年度

職員数（人） 人件費（千円）

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

450 450 458 461

2,205,600
2,291,856 2,320,430

2,338,993

令和元年度（平成31年４月～令和２年３月）の人事や給与などの内容についてお知らせします。
市民の皆さんの信頼が得られるよう、公正で透明性の高い人事行政に取り組みます。

丹波篠山  Hyogo23 丹波篠山  2020.8 22

街
か
ど

リ
ポ
ー
ト

10 

▲

11

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策

12 

▲

16

タ
ウ
ン

ト
ピ
ッ
ク
ス

17 

▲

21

市
政

レ
ー
ダ
ー

22 

▲

25

さ
さ
や
ま
ホ
ッ
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

26 

▲

27

は
ぐ
く
み

28 

▲

29

施
設
情
報
・

相
談

30 

▲

33

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

34 

▲

39

特
集

2 

▲

9



市政レーダー
ふるさとの貴重な動植物

　日当たりの良いやや乾燥した原野に生え
る、つる性の多年草。茎は細い毛があり、
切ると白い乳液が出ます。葉は対生し、長
卵状心形で、先は尖ります。表面は脈に沿っ
て白色の線が入り、裏面は緑白色を帯びま
す。８月ごろ葉腋から花序を出し、内側に
長い毛が密生している淡紫色の花を付けま
す。合弁花で５裂し、花弁が５枚のように
見えます。種子は扁平な楕円形で翼があり、
長い白毛があります。この毛を傷口につけ
ると、止血の効果があると言われています。

篠山自然の会　谷
た に

口
ぐ ち

次
つ ぎ

男
お

さんの協力

特別児童扶養手当
　特別児童扶養手当は、身体
または精神に障がいのある児
童を養育する父もしくは母、
または父母に代わってその児
童を養育している方に支給さ
れます。
対 象 と な る 児 童　20歳 未 満
で、身体または精神に中度以
上の障がいのある児童
手当月額　１級　52,500円
　　　　　２級　34,970円
申請書類　受給資格者および
児童の戸籍謄本や診断書など
所得状況届の提出期間
８月12日（水）～９月11日（金）

児童扶養手当
　父または母と生計を共にできない児童を養育してい
る家庭の生活安定と自立を助けるために、児童の父も
しくは母、または父母に代わってその児童を養育して
いる方に支給されます。また、父母のいずれかに極め
て重度の障がいがある場合にも支給されます。
対象となる児童　18歳に達する日以降の最初の３月
31日までにある児童、または20歳未満で中度以上の
障がいがある児童
手当月額　全部支給　43,160円
　　　　　一部支給　43,150円～ 10,180円
※扶養人数や受給資格者の所得などにより決定。
※上記金額に児童２人目以降は5,100 ～ 10,190円、

３人目以降は１人につき3,060円から6,110円を加算
申請書類　受給資格者および児童の戸籍謄本など
支払回数　年６回（奇数月）
現況届の提出期間　８月３日（月）～ 31日（月）
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町
並
み
と
調
和
し
た
店
構
え
に

改
装
す
る
店
な
ど
に
助
成
し
ま
す

９
月
９
日
は「
救
急
の
日
」

未
来
を
担
う
子
ど
も
達
の
命
を
守
る
市
民
救
命
士
講
習
会

国
民
健
康
保
険
税
率
が
変
わ
り
ま
す

～
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
～

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当

～
現
況
届
・
所
得
状
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
～

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減

少
し
た
方
へ
の
減
免
措
置
な
ど
も

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策（
15

ペ
ー
ジ
）を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の

更
新

　
70
～
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
に

加
入
さ
れ
て
い
る
方
へ
、
新
し
い

「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」

を
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま
し
た
。

８
月
以
降
、
医
療
機
関
を
受
診
さ

れ
る
と
き
は
、
保
険
証
と
と
も
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
更
新

　
入
院
な
ど
で
医
療
費
が
高
額
と

な
る
場
合
に
交
付
し
て
い
る「
限

度
額
適
用
認
定
証
」「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
有
効
期
限
が
７
月
末
と
な
っ
て

い
ま
す
。
現
在
、
交
付
し
て
い
る

方
に
は
、
更
新
の
た
め
の
書
類
を

６
月
下
旬
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

手
続
き
が
必
要
な
方
は
、
お
早
め

に
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
上
限
を
超
え
て
支
払

わ
れ
た
額
は
、
高
額
療
養
費
の
申

対　

象　
篠
山
・
福
住
・
今
田（
立

杭
）地
区
な
ど
に
お
い
て
、
小
売
業
、

宿
泊・飲
食
業
、窯
業
な
ど
で（
一
社
）

ま
ち
の
魅
力
づ
く
り
研
究
室
に
よ
る

デ
ザ
イ
ン
で
改
装
を
希
望
す
る
店
舗

助
成
金
額　
外
観
リ
フ
ォ
ー
ム
＝

工
事
経
費
の
２
分
の
１
以
内

（
20
万
円
を
上
限
）／
ベ
ン
チ
や
の

れ
ん
な
ど
の
装
置
購
入
経
費
の
２

分
の
１
以
内（
５
万
円
を
上
限
）

応
募
期
間　

８
月
１
日（
土
）～

31
日（
月
）

※
要
件
な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

と　
き　
９
月
５
日（
土
）、
６
日

（
日
）９
時
30
分
～
12
時
30
分

※
受
講
は
ど
ち
ら
か
１
日
。

と
こ
ろ　

丹
波
篠
山
市
民
セ
ン

タ
ー

対
象
者　
中
学
生
以
上　

※
各
日
先
着
10
人
程
度
。

内　

容　

心
肺
蘇
生
法（
主
に
小

児
、
乳
児
お
よ
び
新
生
児
の
内
容

を
対
象
）、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法
、

喉
詰
め
の
対
応
お
よ
び
け
が
を
し

た
時
の
止
血
法
な
ど

申
し
込
み
方
法　
消
防
署
ま
た
は

各
出
張
所
に
備
え
付
け
の
申
込
書

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
）に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

（
☎
５
９
４
‐
２
０
７
０
）ま
た
は

直
接
提
出

申
込
期
限　
８
月
28
日（
金
）

そ
の
他　
託
児
あ
り
。
毎
月
第
１

土
曜
日
に
実
施
し
て
い
る
成
人
を

対
象
と
し
た
市
民
救
命
士
講
習
会

は
、
９
月
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
発
生
状
況
に
よ
り
中
止
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

近
年
、
高
齢
化
が
一
層
進
み
、

医
療
費
も
年
々
増
加
す
る
傾
向
に

あ
り
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
税

は
、
医
療
費
の
支
出
財
源
に
な
っ

て
お
り
、
増
加
す
る
医
療
費
に
伴

う
保
険
税
の
上
昇
を
抑
制
す
る
た

め
、
今
年
度
は
基
金
を
一
部
取
り

崩
し
、
税
率
を
決
定
し
ま
し
た
。

増
え
続
け
る
医
療
費
に
歯
止
め
を

か
け
、
皆
さ
ん
の
税
負
担
を
増
や

さ
な
い
た
め
に
も
、
ま
ず「
か
か

り
つ
け
医
」を
持
ち
、
日
頃
か
ら

健
康
管
理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　
40
歳
以
上
の
方
は
、
が
ん
、
心

臓
病
、
脳
卒
中
、
糖
尿
病
な
ど
の

生
活
習
慣
病
を
早
期
発
見
す
る
た

め
に
も
、
特
定
健
診
な
ど
を
受
診

し
、
健
康
づ
く
り
に
役
立
て
ま

し
ょ
う
。

軽
減
・
減
免
措
置
に
つ
い
て

　

低
所
得
世
帯
へ
の
軽
減
措
置
・

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
関
連
の
保

険
税
減
免
措
置
・
非
自
発
的
失
業

者
へ
の
軽
減
措
置
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
右
記
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

店
舗
等
お
も
て
な
し
リ
フ
ォ
ー
ム

補
助
事
業

　

町
並
み
と
調
和
し
た「
お
も
て

な
し
の
町
並
み
」を
つ
く
る
た
め
、

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
表
現（
お
も
て

な
し
の
気
持
ち
を
可
視
化
）に
よ

る
、
お
店
な
ど
の
道
路
に
面
し
た

側
の
外
観
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
市
内
で
伐
採
さ
れ
た

木
材（
丹
波
篠
山
市
産
材
）で
作
ら

れ
た
ベ
ン
チ
や
床
几
、
日
除
け
の

れ
ん
な
ど
の
装
置
購
入
へ
も
一
部

助
成
し
ま
す
。

　
９
月
９
日
の「
救
急
の
日
」を
含

む
１
週
間
は
救
急
医
療
週
間
で
す
。

～
あ
な
た
は
小
さ
な
子
ど
も
の
命

の
危
機
に
何
が
で
き
ま
す
か
～

　
子
ど
も
の
命
に
か
か
わ
る
病
気

や
突
然
の
け
が
、
交
通
事
故
の
と

き
、あ
な
た
は
何
が
で
き
ま
す
か
。

応
急
手
当
に
よ
っ
て「
尊
い
命
」が

救
わ
れ
ま
す
。

　
消
防
署
で
は
、
次
の
と
お
り
講

習
会
を
行
い
ま
す
。

　
受
講
者
に
は
、
効
果
確
認
の
結

果
に
よ
り
市
民
救
命
士
認
定
証
を

交
付
し
ま
す
。

請
を
す
る
こ
と
で
後
日
払
い
戻
し

が
で
き
ま
す
。

納
付
方
法
に
つ
い
て

普
通
徴
収　
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
で
納
付
す
る
方
法（
年
８
回
）

※
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
が

便
利
で
す
！

特
別
徴
収　
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
る
納
付
方
法（
年
６
回
）

　
た
だ
し
、
65
～
74
歳
の
世
帯
主

で
加
入
者
全
員
が
65
歳
以
上
の
世

帯
が
対
象
。

　
国
民
健
康
保
険
は
私
た
ち
の
生

活
を
支
え
る
大
切
な
制
度
で
、
納

め
ら
れ
た
保
険
税
が
国
民
健
康
保

険
の
制
度
を
支
え
て
い
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
の
詳
し
い
税

率
に
つ
い
て
は
、
納
税
通
知
書

に
同
封
の
資
料「
令
和
２
年
度

丹
波
篠
山
市
国
民
健
康
保
険

税
税
率
が
決
ま
り
ま
し
た
」を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

外国語の119番通報に
対応します！

警防課☎594-1118
　消防本部では、18カ国語の119番通
報にもスムーズに対応できるように、
６月１日から多言語電話通訳システム
を導入しました。
　多言語電話通訳システムは、日本語
を話せない外国人からの119番通報を
通訳コールセンターにつないでリアル
タイムで通報者、消防、オペレーター
の三者間通話による同時通訳を行うシ
ステムです。
　これにより、外国人からの通報を正
確に把握することが可能になります。

※総務省消防庁ホームページから引用
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